
若者のひきこもりについて

「若者のひきこもりと就労支援」

山梨県立精神保健福祉センター所長・山梨県中央児童相談所副所長 近 藤 直 司

ただいまご紹介いただきました近藤と申します。山梨

県に勤務をしております精神科医です。よろしくお願い

致します。最初に、このような貴重な機会を与えてくだ

さいました下山先生や武藤先生他、関係の先生方に厚く

御礼を申し上げます。たいへん過分なご紹介を頂きまし

たが、ご覧のとおりの若輩者ですので、何とも頼りない

のが出てきものだと、びっくりしておられる方もおいで

かと思いますが、私に与えられている課題は、今日的な

若者のひきこもり問題に関する精神医学的な理解をなる

べくコンパクトにお話しすることだと思いますので、

さっそく内容に入らせていただきます。お手元にスライ

ドの一部がお配りしてございますので、大体これに沿っ

て進めて参ります。いくつか症例をお話しするつもりな

のですが、これは画面の方だけで、お手元の配布資料に

は入っておりません。

まず、ひきこもり問題の背景要因を簡単にまとめてお

きたいと思います（スライド②）。不登校や家庭内暴力、

ひきこもりとか、いろいろな若者の問題がありますけれ

ども、このように多角的に捉えるのが良いのではないか

と思います。生物的な要因、心理的な要因、社会的な要

因の三つです。生物的な要因と申しますのは、精神疾患

とか身体疾患、発達の遅れや偏り、持って生まれたその

人の気質といったようなものです。心理的な要因は、不

安とか葛藤、防衛機制、自己愛、自我理想、アイデンティ

ティといったような心の有り様です。生物的な問題と心

理的な問題とを合わせて、ここではご本人の「脳と心の
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問題」というふうにまとめておきたいと思います。それ

から、ひきこもりの問題が日本で深刻化しているとすれ

ば、これはおそらく社会構造ですとか、わたしたちが暮

らしているこの国の文化ですとか、家族状況、経済状況

など、おそらくいろいろな文化・社会的影響の上に成り

立っているのだろうと思われます。これらを大きくまと

めて「環境側の問題」というふうにしておきたいと思い

ます。

今日は環境側の問題についてはあまり触れないつもり

ですが、そうなると、話があまりにも脳と心にばかりに

偏ってしまいそうな気がしますので、いろいろな文化・

社会的な状況が絡み合って生じている問題であるという

ことを確認するために１枚だけ入れておきました（スラ

イド③）。ひきこもりの問題がこれだけ増えている背景と

しては、例えば、自立を重視しない家族文化。例えば日

本では、成人を迎えた人が親と一緒に暮らしていても、

あまり違和感がありません。20歳の誕生日を迎えたその

日から、いつ家を出るかということが話題になり始める

国もあると聞きますので、そういうことを考えると、日

本という国の家族文化はあまり若者の自立を重視しなの

ではないかという指摘です。あるいは、わが国の社会は

過剰な競争社会であって、勝つことを諦めた若者が無気

力になってしまうのではないかということを指摘する方

もいらっしゃいます。それから、親世代は働くことに大

きな価値観を置いて、実際に日本の高度経済成長に貢献

してきたわけですが、その子世代にあたる人たちは、ど

うも働くということに対してあまり価値観を感じていな

いのではないかという指摘もあります。さらには、イン

ターネットが普及したり、子どもの遊び方が変化して、

子どもが並んでゲームをして遊んでいる風景などもよく

見かけますが、ああいう遊び方の変化が社会的な対人関

係の技能を低下させているのではないかということを指

摘する方もいます。それから、わが国では、社会参加に

躓いた青年の就労を支援するシステムが弱いのではない

かということを指摘する方もいます。どれが正解という

ことではないのですが、こういった文化的・社会的な背

景も、ひきこもり問題には少なからず絡んでいるのだろ

うということを確認しておきたいと思います。それから、

家族の有り様と青年のひきこもりとの関連も決して軽視

することのできない観点でありますが、今日はもっぱら

「脳と心の問題」に注目してお話しさせていただきたい

と思います。

脳と心の問題という観点からひきこもっている人をお

一人お一人みていくと、いろいろな人がいるのだという

ことを、確認していきたいと思います。若者のひきこも

り問題というと、みんなが同じような問題を抱えている、

かなり均質な問題なのではないかという印象をもたれる

方もいるようですが、有効な支援を展開するためには、

１人１人の特徴や背景要因がかなり多様であることを

しっかり確認する必要があると思います。

例をあげていきたいと思います（スライド④）。ある時

期から幻聴とか妄想などの精神病症状が生じていて、そ

のために他人を避けている人がいます。それから、おも

に生物学的な要因から生活全般にわたって意欲や活動性

が著しく低下していて、半ば寝たきりのような生活に

なっているひきこもり事例も少なくありません。

それから、次の３番目、４番目、５番目はいずれも不

安、緊張、恐怖感がキーワードです。不安、緊張、恐怖

感などのために社会的活動が著しく制限されている。軽

い方から重い方まで様々ですが、人と関わるときの緊張

感や不安感に何とか耐えながら生活している方がいる一

方で、人とすれ違いそうになると電信柱の陰に隠れてし

まう、人が寝静まった深夜でないと外に出られないとい

う方もいらっしゃいます。それから６番目は、もともと

は強い不安感、緊張感のためにひきこもっていたけれど

も、ひきこもって刺激を回避していると多少は楽に過ご
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せるので、また外に出たり、人と関わってつらい思いを

するよりは今の生活の方がいいと考えるようになって、

問題が長期化しているような場合です。一番下は、何と

かしなくてはいけないというご本人さんも思っているの

ですが、何かを始めたときに、失敗したり、失敗して恥

をかくような事態を恐れる気持ちが強すぎて、実際には

何一つ行動に移せないというような方です。

(スライド⑤）次に、生まれつき学力や運動能力、社会

性・対人関係持ち方などの面で同年代の仲間についてい

けないところがあって、生活の中で挫折感や劣等感を抱

くような出来事がさらに重なったりして、思春期や青年

期に至るまでにはすっかり自信がなくなってしまった

り、人嫌いになってしまったりして、ひきこもっている

人たちがいます。これは、同年代についていけないとこ

ろを生まれつきもっていたというところが重要なポイン

トになります。

さらに、その下の３つの例は、もともとの素質に加え

て、その後の経験を重ねながら思春期や青年期でその人

のパーソナリティができ上がっていったときに、ある種

の問題が生じているような事例です。例えば、尊大で人

を見下すような傾向が強い一方で、ご自分の自己愛が傷

つくことには敏感であったり、今の自分、できない自分

をしっかり認めたうえで目標に向かってコツコツ努力し

ていく、というようなことが好きではないような方。そ

れから、劣等感が強くて、批判されたり拒絶されたりす

ることに著しく過敏になってしまっていて、対人関係や

社会的な場面を回避するそういうパターンが身に付いて

しまっている方ですとか。あるいは、人嫌いの傾向が強

くてあまり外には出ないけれども、家族に対してはかな

り依存的であったり、自分がうまくいかなかったのは家

族のせいだ、親のせいだといった他罰的な考え方をする

傾向の強い人。悪いのは親なのであって、自分の問題を

自ら解決しなくてはならないというような発想を持てな

い方、こういう方もいらっしゃいます。

ひきこもっている人たち１人１人の脳と心の問題に

は、かなり多様性があることを確認していただけたかと

思います。これらに精神医学的な診断名をあてはめてみ

たいと思います。先ほど、不安感や緊張感、恐怖感がお

もな問題になっていると思われる方たちのことを少し話

しました。WHO（世界保健機構）が作成したICD-10と

いう診断基準では、「社会恐怖」という診断カテゴリーに

当てはまります（スライド⑥）。従来わが国では、「対人

恐怖」と呼ばれていたものとも重なりますが、社会恐怖

の説明として、ICD-10には「比較的小さな集団内で他の

人々から見られる恐れを中心とする。この問題のために

完全な社会的孤立に至ることがある。」と記載されていま

す。またICD-10には、「外傷後ストレス障害」、つまり非

常に重篤な、死ぬか生きるかみたいな体験をした後の心

の後遺症としてひきこもりの問題が起きる場合があるこ

とも記載されております。

いま映っているスライドはお手元の配付資料にはあり

ません。簡単に事例を紹介します。この方は26歳の女性

で、予備校時代から８年間ひきこもり状態にあった方で

す。予備校でストーカーのような男の子に付け回されこ

とがきっかけでひきこもり始めてしまったと話しておら

れました。お話を聞いている感じでは、彼女に好意をもっ

ている男の子が「一緒に勉強しようよ」とか、「一緒に帰

らない 」と誘っていただけのようにも感じられました

が、彼女はそれをストーカー行為と体験していました。

この人とやりとりを続けていって分かってきたのは、彼

女が子どもの頃、何年間かに渡っておじいさんから性的

虐待を受けていたということでした。先ほど、破局的な

体験後の心の後遺症ということをお話しましたが、この

人はおそらくその男の子に言い寄られたことがきっかけ

になって、破局的な被虐待体験が想起されてしまったの

だろうと思われます。あるいは、ICD-10に記載されてい
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るような、「破局体験後の持続的人格変化への移行」と捉

えられるのかもしれません。

次にお話しようと思っているのは、もともと知的能力

や社会性の発達といった点で同年代についていけないと

ころがあるケースについてです。これらは広汎性発達障

害といわれる生来的な発達特性をもっている方の事例で

す。この人は大学に入学後、まったく友達がつくれない

し、どんな科目をとるのかとか、授業のカリキュラムも

組むこともできなくて、大学生活がスタートできないま

まひきこもり状態になって３年が経っていました。ご本

人さんは、「友達の作り方とか友達付き合いのノウハウが

まったく分からない。」とおっしゃっていました。でも実

はこの友達づきあいのノウハウをまったく分からない、

人間関係のノウハウが分からないというふうな困り感は

今に始まったことではなくて、子どもの頃からだったそ

うです。小学校から中学校では馴染みの友達と過ごし、

高校でも友達や周りの人たちが引っ張っていってくれた

ようですが、大学に入って、いろいろなことを１人きり

でやらなくてはいけなくなったところで、まったく学生

生活が送れなくなってしまったようでした。この方の発

達歴ですが、お母さんによれば、赤ちゃんの頃は、「寝て

いても、体に疲れが入っているみたいで、なんとも不自

然な赤ちゃん」だったそうです。また、感情や表情が乏

しかった、視線が合いにくかった、人見知りがなかった

といった特徴があったようです。幼稚園の頃は軽い言葉

の発達の遅れがあったようです。こだわりが強くて、他

の子と協調して遊べないとか、自分なりのやり方にこだ

わってしまって、違うやり方を強要されるとかんしゃく

を起こして騒ぎ出してしまうというような様子がみられ

ていました。学校に入りますと、勉強はよくできるので

すが、自分の興味があることを一方的に喋ってしまった

り、こだわりが強くて融通が利かないということがあり、

そのことで、ひどいいじめに遭っていたようで、この時

期に、かなり深刻な人嫌いや自信の喪失が起こっていた

ようです。それでも成績は良いので大学に進みますが、

そこで人づきあいのノウハウがまったく分からないとい

う問題が露呈して、ひきこもり状態に陥っています。

もう一例だけ簡単にお話します。この人もとても成績

のいい方で、県内でも有数の進学校で上位の成績をとっ

ていましたが、校外での集団活動についていけなくて、

どうも彼一人のために活動全体がストップするという事

態が起こったらしく、彼はそのことで強い挫折感を抱い

ていたようです。その後、自殺を図るなどした後、ひき

こもり状態になっています。この人も広汎性発達障害と

いわれるような、生来的な発達特性をもっている方です。

小さい頃は不器用さとつま先歩きくらいで、それ以上は

特徴的な所見はないのですが、保育園に入ったころ頃か

ら極端に内向的で、家の外では人と話すことができない

お子さんだったようです。その一方で、自分が嫌だと思

うことは絶対にしないといった頑固さもあったようで

す。学校ではとても成績は良いのですが、やはり小学校

でも学校ではほとんど話ができなかったようです。当時

の通知表を見せてもらいますと、担任の記入欄には、「挨

拶ができるように励ましていきたいと思います」「自分の

思ったことを発言していいんだよ」といったコメントが

書き込まれています。これは随分後になって彼が教えて

くれたことですが、この頃から彼は、周りの人が話して

いる会話の内容や、周囲の出来事がどのように展開して

いるのかというようなことがさっぱり分からなかったの

だそうです。

今、お話ししてきたような２例は広汎性発達障害とい

われるような特性をもった方たちで、実は青年期のひき

こもりケースの中にはかなり多く含まれていることが分

かってきています。お配りした資料の後ろの方に研究論

文の要約を付けてありますので、後でご確認いただけれ

ばと思います（資料を参照）。こうした方たちのひきこも

りには、いくつの特徴があるようです（スライド⑦）。例

えば他の人の気持ち、意図とか周りで話されている会話

とか、周りで起こっている状況の読みがどうもうまくい

かない。何だか分からないけど、自分はみんなと違うみ

たいだといった漠然とした違和感とか、何かよくわから

ないけれど、いつもうまくいかないといった不適応感や

自己不全感を抱いておられる。その「わからないこと」

は、いくら工夫・努力してみてもやっぱり分からないの

で、半ば諦めてしまっていたり、自分は馬鹿なんだから

仕方がないといった自己イメージや意欲の低下に繋がっ

ていたりする。何かよく分からないのだけれど、自分が

うまくいっていないということだけは分かるので、周囲
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に対してひどく疑心暗鬼になってしまう。これがさっき

の社会恐怖や対人恐怖に結びついている場合もあるよう

です。それから、これからどうなるのだろうとか、これ

からどう生活していったらいいだろうとかといったこと

が具体的に想像できないという障害を持っていますの

で、新しい体験に対する抵抗感がとても強くて、今の生

活を少しも変えたくないと思っている方が少なくないよ

うです。過去のちょっとうまくいったこととか、過去で

とっても嫌だったことなどに強く固執したり、特定の関

心事に極端に没頭している人もいらっしゃいます。

この後、若者の就労・自立支援のお話を伺いますが、

就労・自立支援の前にさまざまな支援が必要で、それな

しにはとても就労支援の段階には移れないような方たち

が多いのですが、広汎性発達障害の特性を持っている方

の支援をどのように進めていくのかということも、今、

私どもの現場ではかなり重要な課題になってきています

（スライド⑧）。こういう方々への支援にあたっては、今

までわたしたちがやってきた心理療法や精神科治療とは

いくらか違った発想や技法も必要であろうということを

実感しています。例えば、先ほど保育園の頃から外出先

ではずっと緘黙状態になる人のことをお話ししました

が、ああいう方は面接場面にいらっしゃっても、最初は

ほとんど言語的なやりとりにはならないので、喋れない

人との面接をどうやって工夫するかなどというのも重要

なポイントです。それから、先ほどお示ししたような漠

然とした被害感や自己不全感、いまの生活を変えたくな

い、新しいことには直面したくないといった同一性保持

の傾向をどのように緩めて、新しい課題に取り組めるよ

うな意欲を高めていくか、などが重要な課題になります。

これらはしばしば年単位の仕事になりますが。

次に、軽度の知的障害のある事例についてお話ししま

す。特別支援学校に行くほどではないけれども、普通学

級ではかなり厳しいぐらいの知的能力の人たちが、そう

とは認識されず、適切な配慮のないまま学校生活を送る

と、とても気の毒なことになってしまう場合があります。

この方はIQ65、軽度の知的障害をもっています。小学校

２、３年の頃からすでに学業不振の状態で、九九の後ろ

の方は今もちゃんと身に付いていません。ですけれども、

周囲には知的な発達に遅れのある子でという認識がない

ままだったので、「他の子のようにはできない」という体

験ばかりが積み重なったうえ、ひどいいじめの対象に

なって、中学２年でついに不登校になっています。その

後、「通行人が僕のことを見て笑っている」といった被害

感が強まってひきこもってしまい、家族に向かってかん

しゃくを起こすようになりました。このケースの場合は、

ご家族との相談を経て、ご本人さんにも出てきてもらえ

るようになって、療育手帳を取得してもらい、現在は福

祉的な就労に結びついています。こうした発達障害と、

その後、二次的に生じた問題が合わさって、ひきこもり

が生じているケースがあるわけです。

最後に、「パーソナリティ障害」とか、「パーソナリティ

の問題」と言われるようなケースについて少しお話しま

す。「パーソナリティ」とは、生来的な素質に加えて、そ

の後の体験の積み重ねによって形成された物事の考え方

や捉え方、あるいは行動のパターンのことです。「パーソ

ナリティの障害」「パーソナリティの問題」というのは、

それらの偏りや歪みのために、ご本人や周囲が困ってい

るという意味になります。こういう問題をもつ人の中に

もひきこもる人がいます。（スライド⑨）たとえば、自分

の問題を自分で何とかしなければいけないという能動性

を放棄してしまって、ご家族に依存したり、寄生したり

している。だけれども、「やろうと思えば、おれは何だっ

てできる」といった万能感が強かったりすると、他人に

弱みを見せることになるような状況に回避したまま、あ

るいは頭を下げたり知恵を求めたりもしない状況のま

ま、問題が長期化していくことになります。また、実際
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に人と関わろうとすると、急速に心のバランスを失って、

極端な考え方に陥ったり、衝動的な問題行動が生じるよ

うな場合もあるので、心理療法や治療・援助が行き詰まっ

てしまうことが多いようです。

これもお手元の資料には入っていないケースですが、

簡単にご紹介します。この人は28歳の男の人で、インター

ネットでひきこもっている人同士のメール交換をしてい

たそうです。同じ相手としばらくやりとりしていると、

「実際に会ってみようか」なんていう話が始まることも

あるそうです。最初のうちは、彼はとても乗り気なので

すが、話が具体的になってくると、いろいろなことが心

配になってきます。心配というよりは、むしろ不気味な

感じというべきでしょうか。これは仲間作りなんかでは

なくて、カルト宗教の勧誘なのではないか、うっかり会っ

たりすると、とんでもない世界に引きずり込まれていく

のではないか、といったような不気味さです。あるいは、

実際に会い始めると、自分がその相手にとても依存的に

なるのではないか、さらには自分の依存欲求がコント

ロールできなくなって、ストーカーまがいのことを始め

てしまうのではないかという不安であったりします。結

局、彼はインターネット上で知り合った人と、実際には

会うことができずにお別れする。しばらくすると、次の

メル友ができて、また会う相談を始めるのですが、やっ

ぱり同じような不気味さや不安が生じてきて離れてしま

う。こういうことをずっと繰り返していました。

もう一つ。この人はとても知的な印象を与える礼儀正

しい好青年なのですが、どこかでは、「コツコツ働いてい

るやつはご苦労さんだね」といったような、人を見下す

一面があります。たとえ非合法的なことであっても、お

もしろおかしく暮らせる人生というのがあるはずで、む

しろそんな人生に憧れている。またこの人には、一発逆

転のウルトラCのような何かが起きて、そのことによっ

て自分の人生が劇的に良くなるといった空想に耽る傾向

がありました。そのような空想がさまざまな不安や心の

痛み、たとえば、今のひきこもり生活を続けていくと先々

は一体どうなってしまうのかといった不安、誰とも関わ

ることができないという孤独感などを麻痺させていると

いうことが続いていました。不安になったり孤独になっ

たりすると、一発逆転の空想に耽ることでそれらを麻痺

させる、自分を慰めることができる、ということですね。

(スライド⑩）こうしたパーソナリティの問題によって

ひきこもっている方々への治療・支援課題としては、ま

ずは彼が人間関係をもっと安全なものと体験できる必要

があるでしょう。それから、自己評価がもう少し安定す

ることも大事だと思われますし、万能的な感覚がもう少

し緩んで、弱い自分や素のままの自分に向かえ合えるよ

うになれるといいのでしょう。また、それらを通して、

自分の人生は自分自身で何とかしなくてはならないのだ

という能動性を回復してもらえるかどうかが大きなポイ

ントになるでしょう。

ここまでお話ししてきたように、ひきこもっている人

の中にはいろいろな方がいます。ひきこもる人たちへの

精神医学的診断と治療・支援方針は大きく三つに整理し
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て考えるのが良いのではないかと思います（資料、表－

２を参照）。第一群は、統合失調症や気分障害、不安障害

などを主診断として、薬物療法などの生物学的治療を含

めた精神医学的介入が必要ないしは有効と判断される

ケースで、生物学的治療の他、病状や障害に応じた心理

療法的アプローチや、福祉的な生活・就労支援が治療・

支援の主体となるでしょう。第二群は、ひきこもりの発

現に何らかの発達障害が関連していて、治療・援助にお

いても発達支援の視点が不可欠と判断されたものです。

個々の発達特性を踏まえた心理療法的アプローチや福祉

的な生活・就労支援が中心となることが多いと思われま

すが、併存障害（うつ状態や不安・緊張感、被害感など）

に対しては精神医学的治療が必要な場合もあります。第

三群は、パーソナリティ障害（ないしは、その傾向trait）

や身体表現性障害などの神経症的傾向、あるいは、薬物

療法が無効ないしは補助的な手段にとどまるような気分

障害や不安障害など、心理的－社会的支援が中心になる

と判断されるケースです。

お配りしてある資料（表―２）をご覧ください。これ

は精神保健福祉センターでお受けした相談ケースのう

ち、６ヶ月以上ひきこもっていた青年、なおかつご本人

さんに会えた29例を対象に診断を検討した研究論文の要

約です。29例のうち第一群に分類されたのは５例で、相

談・支援の転帰としては、すべての方が精神科医療機関

に繋がっています。第二群に分類されたのは13例で、医

療機関よりも精神保健福祉センターや発達障害者支援セ

ンターなどの相談機関で支援を継続している人が多く、

一部に就労に至っている方もいます。最後にお話したよ

うな第三群に分類されたのが６件でした。

私の話はこれで終わりたいと思うのですが、今日お話

しようとしていたのは、ひきこもっているご本人さんに

はいろんな背景があって、お１人お１人をよくみて支援

の方法を考えていかないといけないということです。ひ

きこもり問題の解決のために必要な支援をまとめて羅列

してみると、このスライドのように、とても多くのメ

ニューが必要になってくることがわかります。これは、

ひきこもりの背景がかなり多様であることの表れです

し、ご家族だけの相談をどのように進めていくかも重要

な課題です。ひきこもっているご本人には何らかの診断

名がつくこともお示ししました。診断がつくということ

で、ひきこもっている人がすべて精神科医療の対象であ

るかのようにお感じになる方がいるかもしれませんが、

むしろ、薬物療法が必須なケースがあるのと同時に、心

理療法や発達支援、生活・就労支援など、多くの非医療

的支援が必要であることが明らかになるのだと解釈して

いただくのが良いと思います。

少し駆け足だったり、話の順序が混乱していたりして、

専門職の方はともかく、一般の方に対しては不充分で

あったかもしれません。後ほど補足できる時間があれば

と思います。ご清聴、どうもありがとうございました。
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資料：青年期ひきこもりケースの精神医学的背景について
（精神神経学雑誌109(9)；834-843,2007を要約）

近藤直司 ・岩崎弘子 ・小林真理子 ・宮沢久江

１）山梨県立精神保健福祉センター ２）山梨県中央児童相談所

３）山梨県発達障害者支援センター

１.研究の方法

本研究では、『社会的ひきこもり』を「年齢や社会的立

場に相応した社会参加に至らず、対人関係を回避して孤

立している状態」を指すものとし、ある４年間における

山梨県立精神保健福祉センターの相談ケースのうち、

６ヶ月以上の社会的ひきこもりをきたしていた青年期

ケース（16～35歳）88例すべてを研究の対象とした。

本人が来談して相談・支援を活用した「来談群」29例

については、その精神医学的診断と治療・援助方針、家

族相談のみで本人が来談しなかった「非来談群」59例に

ついては、精神科医療ニーズと来談群との統計的な比

較・検討を試みた。また、来談群のうち１年以上の家族

相談の後にようやく本人が来談した「長期家族支援後の

来談群」３例を非来談群との中間群と位置づけ、精神医

学的診断と精神病理学的特性、家族状況について検討し、

青年期ひきこもりケースの全体像を展望することを試み

た。

２.88例の概要

対象となった88例の概要を表－１に示す。

３.来談群の精神医学的診断について

来談群については、相談記録の検討と相談担当者（精

神科医、心理福祉職、保健師、作業療法士）からの聴き

取りをもとに、精神科医（臨床経験18年）、精神科医（７

年）、心理福祉職（21年）、心理福祉職（18年）から成る

４者の協議によってDSM-Ⅳに基づいて多軸的に診断し

た。診断に加わった４名以外が相談を担当したケースに

ついては、相談記録の検討に加えて、相談担当者から１

ケースにつき１時間程度の聴き取りを行った。

幻覚や妄想などの精神病症状が確認されたため、速や

かに医療機関を紹介し、精神保健福祉センターでは確定

診断に至らなかった、あるいは、本人が継続的な来談を

拒否し、情報不足のために診断を保留したケースは５例

であった。他の24例については、精神医学的背景と治療・

援助方針、精神保健福祉専門職に求められる役割に応じ

て、おおむね三群に分類することができた（表－２）。

４.長期家族支援後の来談群について

３例すべてに顕著な社会恐怖を認め、１例には広汎性

発達障害が併存、他の１例も広汎性発達障害が疑われた。

この２例には、著しい頑なさや物事を曲解する傾向、特

定の事柄への執着などの精神病理学的特性が共通してお

り、些細な生活上の変化や新しい状況に直面することに

抵抗感を抱きやすい傾向がみられた。またⅣ軸診断とし

て、家族内のコミュニケーションの希薄さや慢性的な不

和、一方的に本人を叱咤するような関わり方など、本人

が医療機関や相談機関を利用するように適切に促した

り、話し合ったりすることができない家族状況がみられ、

本人の来談までに長期を要した要因の一つとなっている

ものと考えられた。

５.非来談群の特性について

非来談群59件のうち、現時点で薬物療法や入院治療を

含めた精神科治療が必要であると判断されたものが16

件、過去に精神科医療を必要としたことが確認された

ケースが８件あった。

また、来談群との間で統計的な検討を試みたところ、

職歴の有無、家族構成、相談・支援の転帰という三項目

で有意差を認めた。来談群ではアルバイト歴のあるもの、

非来談群では全く職歴のないものが有意に多かった。ま

た、来談群では父子家庭と三世代家族が多く、相談・支

援の転帰としては、非来談群で相談の中断が多かった。

６.まとめ

来談群についての検討から、青年期ひきこもりケース

は基本的には現行の国際的診断基準（DSM-Ⅳ）で診断・

分類が可能であると考えられる。ただし、本人が治療者・

援助者に会うことに同意し、困難を感じている社会的場

面や精神症状などについて率直に述べる、必要な場合に

は知能・心理検査の実施に同意する、家族から充分な発

達歴が聴取できるなどの条件がそろわないケース、ある

いは、パーソナリティ障害と発達障害、統合失調症と発

達障害などの鑑別が困難なケースなど、確定診断の難し

いケースも少なくなかった。
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来談群は、精神医学的背景と治療・援助方針、精神保

健福祉専門職に求められる役割に応じて、⑴薬物療法の

必要性ないしは適応があり、病状や障害に応じて心理

的－社会的支援も必要となるグループ、⑵発達障害につ

いての診断・アセスメントと発達支援の視点を含む心理

的－社会的支援、あるいは発達障害に併存する精神障害

（いわゆる二次障害）に対する精神科治療が必要となる

グループ、⑶パーソナリティ障害（傾向）や同一性の問

題identity problem、社会恐怖の中でも薬物療法の有効

性が乏しいケースなど、本人への心理療法的アプローチ

が中心となるグループ、といった三群に分類するのが妥

当であると考えられた。

長期家族支援後の来談群と非来談群についての検討か

らは、本人が相談を活用しようとしないケースの中には、

精神科的な医療ニーズを有するものが少なくないこと、

また、就職・就労経験のないものが多く、著しい頑なさ、

生活が変化することや新しい状況に直面することへの抵

抗感、あるいは社会への志向性、回避傾向、社会適応能

力などの点において、来談群に比べてより深刻なケース

が多いことが推測された。また、本人が来談するかどう

かという点に、家族構成・家族状況が関連している可能

性も示唆された。さらに、非来談群で家族相談の中断が

有意に多かったことから、今後、家族だけが来談するケー

スへの相談・支援技術の向上や支援メニューの多様化に

ついても検討する必要性が明らかになった。
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表－１ ひきこもり相談88例の概要

項 目 人数（％）

性別 男性 ６８人（77%)

女性 ２０人（23%)

１０代 １９人（22%)

２０代前半 ２９人（33%)

２０代後半 １９人（21%)

年齢 ３０代 ２１人（24%)

平均年齢 ２４．８歳

最年少 １７歳

最年長 ３５歳

１０代 ４４人（50%)

２０代前半 ２８人（32%)

２０代後半 ７人（ 8%)

ひ
き
こ
も
り
始
め
た
年
齢

３０代 ４人（ 5%)

不明 ５人（ 6%)

平均年齢 １８．９歳

最年少 １０歳

最年長 ３２歳

１年未満 １０人（11%)

１年以上 ５年未満 ４１人（46%)

５年以上 １０年未満 ２０人（23%)
ひ
き
こ
も
り
期
間

１０年以上 １２人（14%)

不明 ５人（ 6%)

平均期間 ４．２年

最短 ６か月

最長 １５年

中卒（高校中退含む） ２８人（32%)

高卒（大学中退含む） ３７人（42%)最
終
学
歴

専門学校卒 ９人（10%)

大卒以上 ９人（10%)

不明 ５人（ 6%)

なし ４５人（51%)

アルバイト １９人（22%)
職歴

正社員 ２３人（26%)

不明 １人（ 1%)

なし ２４人（27%)不
登
校
歴

あり ３７人（42%)

不明 ２７人（31%)

三世代同居 １４人（16%)

両親 ５２人（60%)家
族
構
成

父子家庭 ３人（ 3%)

母子家庭 １６人（18%)

不明 １人（ 1%)
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表－２ 来談群29例の診断・分類と相談支援の転帰（併存・重複あり）

グループ 治療・援助方針と課題 Ⅰ軸、Ⅱ軸診断 例数 Ⅳ軸 例数 転帰 例数

第１群

５例

薬物療法の必要性・有用

性

病状・障害に応じた心理

的－社会的支援

福祉制度の活用

統合失調症

妄想性障害

双極性障害の疑い

強迫性障害

社会恐怖

3

1

1

1

1

情報不充分

過保護

特記事項なし

家族の意向による能力以

上の進路選択

2

1

1

1

医療機関・通院

相談機関・通所

社会復帰施設・通所

5

1

1

第２群

１３例

発達特性と二次的な情緒

的問題に応じた

心理的－社会的支援が中

心

二次障害に対する精神科

治療

青年期における発達障害

の診断が課題

福祉制度の活用

アスペルガー障害

特定不能の広汎性発達障

害

中・軽度精神遅滞

社会恐怖

適応障害

パニック障害の既往歴の

ない広場恐怖

選択性緘黙

強迫性障害

特定不能の不安障害

特定不能の身体表現性障

害

6

4

3

2

2

1

1

1

1

1

特記事項なし

養育不備

学校でのいじめ

慢性的な家庭不和

障害を踏まえた教育的対

応の不足

両親の過剰な服従的傾向

7

2

2

2

2

1

相談機関・通所

福祉的就労

医療機関・通院

アルバイト

就労訓練

社会復帰施設・通所

5

2

2

1

1

1

第３群

６例

パーソナリティ特性や神

経症的傾向に応じた心理

的－社会的支援が中心

家族療法的アプローチの

重要性

回避性パーソナリティ障

害

特定不能の身体表現性障

害

同一性の問題

強迫性障害

社会恐怖

適応障害

特定不能のパーソナリ

ティ障害

自己愛パーソナリティ傾

向

2

1

1

1

1

1

1

1

過保護

家族の不和と希薄なコ

ミュニケーション

養育不備

親のアルコール問題

情報不充分

2

2

1

1

1

相談機関・通所

相談機関・中断

医療機関・通院

一般就労

アルバイト

2

2

1

1

1

診断保留

５例

不明（統合失調症の疑い）

不明（パーソナリティ障

害の疑い）

不明（広汎性発達障害の

疑い）

不明

2

1

1

1

情報不充分

家族の不和と希薄なコ

ミュニケーション

4

1

医療機関・通院

相談機関・中断

4

1


